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①国からは、点検項目、点
検における評価ランクと評
価基準(要緊急措置・経過
観察・安全等)の通知は貴
府県に発出されています
か。また、貴府県としての
点検項目と評価基準はどの
ように設定されています
か。

国から県への点検依頼の通知文
は，令和３年８月に発出されてい
ます。
　点検項目としては，1)許可・届
出等の必要な手続きが行われてい
るか，2)手続き内容と現地の状況
が一致しているか，
　3)災害防止の必要な措置がとら
れているか，4)禁止事項（廃棄物
の混入等）に関する確認の４項目
とされ，
　それぞれ「有」「無」「不明」
「要詳細調査」などで評価するこ
ととされています。
　なお，県も同様の手法で点検を
進めています。

この度の盛土の一斉点検では、点
検項目、点検における「評価ラン
クと評価基準」は、求められてお
りません。
今回の盛土の一斉点検の観点は、
①許可・届出等の必要な手続きが
行われているのか、②手続き内容
と現地の状況が一致しているか、
③災害防止の必要な措置がとられ
ているか、④禁止事項に関する確
認となっており、貴殿が考えられ
ている技術上の観点ではありませ
ん。

県では、静岡県熱海市の土砂災害
を受けて、県内の大規模盛土等５
７箇所についての本県独自の緊急
点検を７月中に実施しました。点
検にあたっては、県や市町の職員
が、目視やドローンの活用によ
り、盛土の高さや法面勾配が基準
値を超えていないか、排水が申請
どおりに施工されているかなどに
ついて、点検を行いました。

国において、８月１０日に「盛土
による災害防止のための関係府省
連絡会議」が設置され、各都道府
県に対し、盛土について総点検を
実施するよう依頼がありました。
総点検の実施にあたっては、国の
通知に示されている
・許可・届出等の必要な手続きが
行われているか
・手続き内容と現地の状況が一致
しているか
・災害防止の必要な措置がとられ
ているか
・禁止事項に関する確認
といった「点検の観点」に則っ
て、目視による点検を行うことと
しています。

国から依頼のありました盛土によ
る災害防止のための総点検におい
ては、点検項目は示されています
が、評価ランク及び評価基準は示
されていません。

現在、実施している盛土の総点検
は国の点検要領に基づいて行って
おり、点検項目は示されておりま
すが、評価基準や評価ランクなど
は示されておりません。

大阪府では、国からの依頼を受
け、関係法令・条例を所管する各
部が、各々の規制区域及び規制事
項の観点から点検を実施していま
す。
　点検では「許可・届出等の手続
を書面にて」、「許可・届出等の
内容と現地の相違や盛土変状等の
有無を目視等にて」確認していま
す。

国から「盛土による災害防止のた
めの総点検について」の依頼文書
が発出されており、点検要領は下
記のとおりとなってます。
　①　許可・届出等の手続きが必
要な規模等である場合に、当該手
続きが行われていることを確認
　②　許可・届出等の内容と現地
の状況が相違していないことを確
認
　③　災害を防止するための必要
な措置が取られていることを確認
　④　禁止事項に関する確認（廃
棄物の有無等）

　国土交通省から盛土による災害
防止に向けた総点検について依頼
があり、点検対象エリア（土砂災
害警戒区域（土石流）の上流域な
ど）や点検の観点（手続き内容と
現地の状況が一致しているかな
ど）が示されました。　本県は、
国からの依頼に先だって、県独自
の点検チェックシートにより１８
８箇所の盛土点検を実施しまし
た。　その後、国の依頼に基づ
き、追加して盛土の点検を行って
います。
　なお、盛土の点検は、盛土法
面、盛土面・造成地面、排水施
設、土留め擁壁の各項目について
変状の有無を確認することとし、
例えば、盛土法面に亀裂が生じて
いるなどの重大な変状が確認され
た場合は、再調査等を実施するこ
ととしています。

（ご回答）
点検にあたり、国から下記の観点
から点検する事が示されておりま
す。
①許可・届出等の必要な手続きが
行われているか
②手続き内容と現地の状況が一致
しているか
③災害防止の必要な措置がとられ
ているか（水抜きの有無等）
④禁止事項に関する確認（廃棄物
の有無等）
また、県としての点検項目と評価
基準はどのように設定されていま
すか。
（ご回答）
本県では、国から示されている点
検の観点を点検項目としており、
評価基準についても上記でお示し
した評価基準（有無等）としてお
ります。

このたびの国の依頼に基づく盛土
の総点検は、盛土による災害防止
のために行うものであり、国から
下記４項目に則って目視による点
検を行うよう依頼があり、現在、
各県が把握した盛土箇所について
点検を行っているところです。
　【国から示されている点検の観
点（４項目）】
　　①許可・届出等の必要な手続
きが行われているか
　　②手続き内容と現地の状況が
一致しているか
　　③災害防止の必要な措置がと
られているか
　　④禁止事項に関する確認

国から点検要領が通知されており
ます。
県では独自の点検項目、評価ラン
クや評価基準は設定しておらず、
国の要領に基づいて点検を実施し
ております。
Ａ）国の通知に基づき排水施設の
有無について点検しております。
（地下水の状況は点検していな
い）
Ｂ）国の点検要領に準じ、点検を
行っております。
Ｃ）「許可・届出等と現地との相
違の有無」「廃棄物の有無」等点
検を行っており、適切に管理され
ていることを確認しております。

盛土の点検に関してのご質問につ
いてお答えします。
　今回の盛土の一斉点検は国から
の依頼に基づき実施しており、
「許可・届出等の必要な手続きが
行われているか」、「手続き内容
と現地の状況が一致している
か」、
「災害防止の必要な措置がとられ
ているか」、「廃棄物の購入等、
禁止事項がなされていないか」な
どを確認しております。
　なお、本点検では、点検項目、
点検における「評価ランクと評価
基準」は求められておらず、県と
しても設定しておりません。
　
　

　

今回の総点検の実施に当たり、国
から、令和３(2021)年８月11日付
けで「盛土による災害防止のため
の総点検」の通知が発出され、そ
の中では、「許可・届出等の必要
な手続きが行われているか」、
「手続き内容と現地の状況が一致
しているか」、「災害防止の必要
な措置がとられているか」などの
「点検の観点」が示されており、
本県としては、当該通知に基づき
総点検を実施したところでありま
す。

回の総点検では、法令等に基づく
許可・届出等の内容と現地の状況
に関し、次の４つの観点から確認
することが求められており、国か
ら点検要領が通知されています。
なお、点検要領の概要は内閣官房
のホームページに掲載されていま
す。
https://www.cas.go.jp/jp/seisa
ku/morido_saigai/dai1/gijisida
i.html
・許可・届出等の手続きが必要な
規模等である場合に当該手続きが
行われているか
・許可・届出等の内容と現地の状
況が相違していないか
・災害を防止するための必要な措
置が取られているか（水抜きの有
無等）
・禁止事項に関する確認（廃棄物
の有無等）

国からは、点検要領が発出されて
います。点検要領の内容は、国に
ご照会ください。
県では、点検要領を踏まえ、許可
権者等が許認可時点の書類を確認
するとともに、現地における盛土
の変状や災害防止対策の措置状況
の調査などを行いました。

②盛土の崩壊メカニズム
は、「盛土内に発生する地
下水圧が、限度を超えた場
合」に発生します(熱海の
メカニズムも同様とのこと
ですが、まだ正式には公表
されていません)が、この
メカニズムに応じた地下水
の状況を含めて点検されて
おられますか。

原則，目視による点検とされてお
り，地下水の状況までは点検して
いません。

お問い合わせのありました、地下
水の状況の点検につきましては実
施しておりませんが、上記のとお
り、目視とドローンを活用して点
検したところ、申請と異なる施工
が行われているなどの不適切な事
案も確認されなかったことから、
全て異常無しとして公表しまし
た。

本県では、国の通知に示されてい
る「点検の観点」に則って、目視
による点検を行っています。

今回は盛土の外観について、目視
による点検を実施しています。

今回の盛土総点検は、まずは危険
な盛土の有無を把握するため、国
の点検要領に基づき、法令の許可
状況や航空写真などをもとに進め
ていますので、地下水の状況確認
などは行っておりません。

なお、点検では地下水の状況調
査・ボーリング調査は実施してお
りません。

点検要領に定められておりませ
ん。

本県の盛土の点検は、目視により
盛土法面や排水施設（暗渠含む）
等の変状や閉塞状況等の有無を点
検しており、地下水の状況につい
ては確認していません。

国から示されている点検の観点で
の点検を実施しており、地下水の
状況までは点検しておりません。

地下水の状況点検は行っていませ
ん。

国の点検要領に基づく点検を実施
しています。
庁内の関係部局で協議し、全国一
斉の点検ということに鑑み、国の
点検要領によることが妥当との判
断により県として独自の評価基準
等は定めていません。

現地においては、地下水による亀
裂や斜面のふくらみなどの盛土の
変状のほか、暗渠排水施設の有無
などの災害対策の措置状況等につ
いて、確認を行いました。

③この地下水の状況の点検
をしないで、仮に盛土が、
安全、または直ちに危険な
ものはなかったと評価して
公表してしまうと、本来技
術的に危険な盛土を、府県
民は安全なんだと勘違いさ
れ、結果、危険に盛土が放
置されたままになり、この
点検行為が、余計に府県民
に危険な状況を作り出すこ
とと考えますが、これにつ
いてどのようにお考えで
しょうか。

地下水の状況までを含めた評価に
ついては，盛土の箇所数，民有地
への立ち入り権限等の観点から，
困難であると考えます。
　今回の点検結果を踏まえ，詳細
な調査が必要な場合などへの対応
については，国においても別途検
討が進められています。

県としては、技術上の観点からの
点検ではないことから、点検した
から安全というメッセージを送ら
ないよう注意するとともに、必要
に応じ盛土点検箇所の周辺住民に
危険性について周知してまいりま
す。

なお、今回の緊急点検は、ホーム
ページに記載のとおり、対象箇所
を目視とドローンにより検査した
ものであることを公表しており、
目視とドローンで点検可能な項目
についての緊急点検である旨は、
県民の皆様にお伝えできていると
考えています。

本県では、国の通知に示されてい
る「点検の観点」に則って、目視
による点検を行っています。
現在、点検を進めている段階です
ので、点検結果の取扱いについて
は未定です。

緊急的な点検という観点から、目
視による点検を実施しています。
点検を実施した箇所については、
直ちに土砂災害が発生する危険な
盛土がないことを確認したと公表
しています。

盛土総点検の結果については、今
後、国においてとりまとめのうえ
公表される予定ですが、現段階で
その方法は示されておりませんの
で、貴重なご意見として、国の担
当部署へお伝えさせていただきま
す。

点検結果の公表や継続的な監視に
つきましては、国による検討会等
を注視し検討して参ります。

点検要領に定められておらず、回
答は困難です。

今回点検した盛土において、盛土
内の排水施設や地表水排水施設な
どが機能しており、盛土法面に湧
水や変状が無かったものに　つい
ては、盛土内の地下水の状況を調
査していないが、これまでの降雨
で崩壊しておらず、現時点におい
ては安全であると考えます。

点検結果の公表については、国か
ら公表イメージとして下記が示さ
れています。
①措置不要箇所の箇所数
○是正処置が必要な箇所の箇所数
うち、
②措置済
③是正指示済
④是正指示未了
⑤是正指示不可能
のそれぞれの箇所数
○更なる調査が必要な箇所数
本県では、現時点、この公表イ
メージでの公表を予定しておりま
す。

今回の総点検の結果、土砂等が下
流へ流出するおそれがある箇所は
確認できませんでしたが、引き続
き、防災パトロールや立入検査等
により現地確認を実施し、適宜状
況の把握に努めますとともに、災
害発生のおそれが確認された場合
には、速やかに安全対策を講じる
よう事業者を指導して参ります。

今回の総点検では、現地での目視
点検により、国が示した点検の観
点からそれぞれの盛土の状態を確
認しています。なお、本県の対象
箇所の多くは平地部における宅地
造成に伴う盛土や条例規制対象の
盛土であり、熱海市のような高盛
土の箇所は確認されていません。
措置が必要な箇所については、引
き続き、監視・指導をしていくこ
ととしております。
また、各法令所管部局において追
加調査等が必要と判断するものに
ついては、今後、その必要に応じ
た詳細な調査等を実施することに
なります。

④盛土の点検結果を公表さ
れる場合は、本来必要な地
下水計測までは予算的もで
きないので、「国から点検
指示があったが、許可申請
と現地との相違の有無」、
「産廃の有無」、「排水施
設の有無」のみ点検してお
り、詳細に安全か危険かは
評価できなかった、と公表
されるべきと思いますが、
この案についての見解はい
かがでしょうか。

今後の点検結果の公表に際して
は，ご指摘された内容にも留意し
てまいります。

公表については、国において行わ
れると考えておりますことから、
見解は差し控えさせていただきま
す。

また、お問い合わせのありまし
た、点検結果の公表の仕方につき
ましては、県民の皆様に情報を分
かり易くお伝えすること等が肝要
でありますことから、今後の公表
にあたりましても、都度、考慮し
たいと考えております。

今回の点検はあくまで盛土の流出
により土砂災害が発生するおそれ
のある箇所を緊急的に点検するこ
とが目的であったため、上記のＢ
のとおり公表しています。

点検要領に定められておらず、回
答は困難です。

点検の結果、排水施設が機能し盛
土法面に湧水や変状が無かったも
のは、現時点で盛土は安全である
と考えます。
　なお、盛土法面に湧水や変状が
有る場合は、慎重に対応する必要
があり、地下水の調査は必要だと
考えます。

現時点、公表の際には、上記回答
でお示しした点検結果の公表イ
メージとあわせ、点検の観点につ
いても公表する予定をしておりま
す。

今回の点検は、目視により行いま
すので、盛土の安全性を保証する
ものではなく、災害の危険性の有
無を確認するものと考えていま
す。

現在、国において検討されてお
り、その動向を注視したいと考え
ています。

⑤今後、貴府県が盛土の許
可をする場合、また、貴府
県自らが道路盛土をする場
合は、将来的にも目づまり
のしない必要な管径の排水
施設を確実に施工するよう
にされるべきだと思います
が、いかがでしょうか。

　技術基準等に基づき，適切な排
水施設を施工する必要があると考
えます。

排水施設を確実に施工することに
ついては、「技術上の基準」や
「埋め立て等の区域の周辺地域の
生活環境の保全及び災害の防止の
ため必要な措置に関する基準」で
盛土の高さ等に応じて排水施設を
適切に設けることとなっておりま
すので、貴殿の御意見は考慮され
ているものと考えております。

関係法令に基づき県が盛土を含む
土地の改変行為に対して許可する
場合は、定められた基準等に沿っ
て許可することとなります。
また、県自らが道路盛土をする場
合は、各種技術基準に基づき適切
に実施することになります。

現在は、盛土を施工する位置によ
り規制される各種法令等に基づき
設計・施工することとなっていま
す。また、道路等の築造について
も基準等に基づき施工していま
す。

県の「岐阜県埋立て等の規制に関
する条例」では、土地の埋立てや
盛土などを規制対象（許可制）と
しており、当該行為区域の構造基
準は、宅地造成等規制法（第９条
第１項）の基準に準拠して規定し
ています。
 ご指摘の排水設備に関しては、
本条例や他法令の技術基準の適合
の有無を確認・審査するととも
に、排水溝の設置も義務付けてい
ます。 岐阜県の県管理道路にお
いて、道路盛土をする場合、排水
施設（集水管、ドレーン材）の目
詰まり対策として、必要に応じ排
水施設の周囲に吸出し防止材（不
織布等）を設置しています。

各法令・基準に従い、許可または
施工します。

現在、不適切な盛土等を防止する
ため盛土等の規制を行う条例の制
定を検討しています。条例の規制
対象となる盛土については、許可
申請時に、技術基準に適合するこ
とを審査し、適切な排水施設が設
置されるよう確認することとして
います。また、中間検査及び完了
検査で事業計画どおりに施工され
ているかを確認することとしてい
ます。
　県自らが道路盛土をする場合に
ついては、基準に基づき適切な排
水施設の施工を行っています。

盛土の許可・届出等にあたって
は、これまでも排水施設の設置も
含め、法令等の基準に基づき、指
導等を行っております。今後も適
切な指導等に努めてまいります。
また、県自らが道路盛土をする場
合も基準に基づき、排水施設を施
工しております。

本県が盛土の許可をする場合に
は、今後も法令等の技術基準等に
基づき、適切に審査していきま
す。

また、道路盛土等を施工するにあ
たっては道路土工指針などの基準
に基づき行っております。

林地開発許可にあたっては、審査
基準に基づき、必要に応じて排水
施設の設置等の措置を講じるよう
事業者を指導しているほか、県土
砂条例においては構造基準を設け
ており、埋め立てを行う地形・地
質等の状況を踏まえ、必要に応じ
て、専門的知識を有する者の意見
を聴きながら、災害発生防止対策
が適切に講じられるよう、事業者
を指導しているところです。
また、道路盛土における排水施設
については、現場の地形及び地質
調査結果等に応じ、各種技術基準
に基づき設計をしております。今
後も現地条件に見合った適正な計
画による施工が確実になされるよ
う努めて参ります。

盛土を伴う行為等を規制等する法
律や技術的な基準は各法令等に基
づき様々であり、盛土の目的や規
模等により、各所管法令や各技術
基準等において適切に対処すべき
と考えます。

今回の点検によって、盛土の安全
性が確保されていることを確認し
たところであり、今後の点検につ
いては、国等の動向を注視してい
く考えです。

⑥盛土の点検は今回限りで
はなく、将来的にも継続的
に監視していくべきと思い
ますが、いかがですか。

- - 現在、点検を進めている段階です
ので、現時点では未定です。

今後とも、防災及び環境保全の観
点から、定期的なパトロールを行
うとともに、不適正な事案に対し
ては法令等に基づき是正・指導し
てまいります。

現時点において、今回の総点検以
外の点検の予定はありません。

この度の点検で対策が必要とされ
た盛土については、対策工事に着
手するまで定期的に巡視を行いま
す。
　また、現在検討中の条例では、
許可する盛土については、事業実
施中の定期的な報告を求め、事業
完了後は１０年間、維持管理の状
況等について年に１度の報告を求
めるほか、不適切な盛土を防止す
るため、巡視活動を行うこととし
ています。

盛土の許可・届出等の手続きが
あった箇所については、これまで
も必要に応じてパトロールを実施
しております。今後も必要に応じ
てパトロールを実施してまいりま
す。

現在のところ、今回のみの点検と
しております。
　今後については、国の見解に従
い、対応してまいりたいと考えて
おります。
　

今後、盛土に危険な兆候が発生し
た場合には、周辺住民に通知する
とともに、各盛土に適用される法
令に基づき、各申請者等への指
導、監督を行うこととしておりま
す。

関係法令に基づく許可地について
は、今回の総点検以前から、定期
的に防災パトロールや立入検査等
により、適宜状況の把握に努めて
きたところであり、引き続き、こ
れらの取組を通じて、盛土の安全
性の確保に取り組んで参ります。

それぞれの所管法令等に基づき、
適切に監視・指導していくことに
なると考えます。

その他 最後に、今回、防災・危機管理部
で回答いたしましたが、国の盛土
の総点検については、土木部で対
応しております。
つきましては、追加で御質問があ
る場合は、土木部までお問い合わ
せください。

県といたしましては、県民の方々
の安全・安心の確保と生活環境の
保全が図られるよう努めてまいり
たいと考えておりますので、ご理
解をお願いいたします。

今後とも県政へのご理解とご協力
を賜りますようお願い申し上げま
す。
　末筆ながら、ご自愛専一のほど
お祈り申し上げます。

 拝啓　ますます御清栄のことと
お喜び申し上げます。
さて、１０月１７日にあなたから
お寄せいただきました「県政への
御提言」につきましては、次のと
おり考えております。なお、今後
とも、よりよい県政を築くため
に、県政への御協力をお願い申し
上げます。
敬　具

なお、上記内容以外のご質問等に
つきましては、このたびは目視に
よる点検であることから、お答え
することは困難でありますので、
ご理解くださるよう、お願い申し
上げます。頂戴した貴重なご意見
等につきましては、今後の業務の
参考とさせていただきます。

今回のご提案については、今後の
参考にさせていただければと思い
ます。

今後とも、本県の環境・森林行政
の推進につきまして、御理解、御
協力をお願いいたします。

平成１７年９月に山陽自動車道で
発生した盛土崩壊について、山陽
自動車道災害調査検討委員会報告
書の内容を承知しており、その原
因は報告書記載のとおりと認識し
ています。

点検開始・結果等自治体広
報

https://www.pref.hiroshima.lg.
jp/uploaded/attachment/452961.
pdf

https://www.pref.ibaraki.jp/se
ikatsukankyo/bousaikiki/bousai
/bousaitaisaku/documents/morid
o_kinnkyutenken.pdf

https://www.pref.kagawa.lg.jp/
midorihozen/hozen/210804morido
.html

https://www3.pref.nara.jp/hodo
/item/68526.htm

https://www.pref.nagano.lg.jp/
sabo/happyou/documents/2021092
2press.pdf

和歌山県盛土総点検が完了しました（令和3年12月21日更新） | 和歌山県 (wakayama.lg.jp)https://www.pref.tottori.lg.jp
/299072.htm

https://www.pref.aichi.jp/sosh
iki/kensetsu-
kikaku/moridosotenken.html

https://www.pref.okayama.jp/pa
ge/740702.html

ネットニュースでは、ご指摘のと
おり「総点検の結果県内の盛り土
は異常なし」と記載されておりま
すが、点検については、国から通
知のあった点検要領に基づき実施
しており、実際の県議会の知事議
案説明では「関係法令に基づき許
可・届出がなされた７８箇所全て
の現状調査を行い、適切に管理さ
れていることを確認した」と報告
させていただいております。

課題のある盛り土 県内は「確認
されず」

https://www.pref.tochigi.lg.jp
/d01/2021sotenken.html

https://www.pref.saitama.lg.jp
/a1001/news/news2022120302.htm
l

https://www.pref.yamaguchi.lg.
jp/press/202111/050881.html

独自取り組み 建設発生土処分先一覧表 （令和2
年10月）を公表されている。
（令和3年7月26日改定）所管　土
木建築局　技術企画課
http://chotatsu.pref.hiroshima
.lg.jp/estimate/k20/k20-
1/hasseido202107.pdf

「点検は技術上の観点ではない」
としている。「点検したから安全
というメッセージは送らないこ
と」としている。

「点検結果をもとに、必要な対策
を講じるとともに、盛土を起因と
する災害を防止するための対応策
について、新たな条例の制定も視
野に入れて検討を進めます。」と
県のHPに記載

県のHPに「詳細点検が必要な4箇
所を抽出しました。」
「県民の皆様へのお願い
　盛土箇所を漏れなく抽出するた
め、住民の皆様からの情報提供も
引き続き受け付けています。」と
掲載

許可盛土について事業実施中の定
期的な報告を求め、事業完了後は
１０年間、維持管理の状況等につ
いて年に１度の報告を求めるほ
か、不適切な盛土を防止するた
め、巡視活動を行うこととするな
どの条例制定を検討中。

市町村向研修会
https://www.pref.okayama.jp/si
te/presssystem/740419.html

本県としては、条例で定められる
罰則は地方自治法の上限があるた
め十分な抑止力となっていないこ
と、自治体がそれぞれ規制等する
のではなく法令による全国一律の
規制等が望ましいと考えているこ
とから、国の法整備等を求める要
望を行っています。
従って、国の法整備の状況や動向
を踏まえ、既存条例の改正の是非
についても検討してまいります。

聞き取り事項

https://www.cas.go.jp/jp/seisa
https://www.pref.hiroshima.lg.
https://www.pref.ibaraki.jp/se
https://www.pref.kagawa.lg.jp/
https://www3.pref.nara.jp/hodo
https://www.pref.nagano.lg.jp/
https://www.pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/sosh
https://www.pref.okayama.jp/pa
https://www.pref.tochigi.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp
https://www.pref.yamaguchi.lg.
http://chotatsu.pref.hiroshima
https://www.pref.okayama.jp/si

